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① ギャラリーで用意している「ピクチャーワイヤー」・「スポットライト」等は各ギャラリー共通備

品です。数に限りがありますので、譲り合ってご利用ください。また、「フック」・「虫ピン」・

「ガンタッカ」・「その他工具類」は各ギャラリー用に用意しています。貸出前と返却時に職員と

共に個数の確認をいたします。 

② 緊急時に備えて非常口・避難経路は主催者で必ずご確認ください。緊急時は来館者の避難誘導にご

協力ください。 

③ 利用時間は「準備・展示・片づけ」等を含めた時間です。 

④ 利用時間外の荷物・持込み機材の保管は原則お受けできません。また利用期間中、盗難・紛失・損

傷などがありましても当センターは一切責任を負えません。 

⑤ 館内にはゴミ箱のご用意はありません。全てお持ち帰りいただきますようご協力お願い致します。 

⑥ 「ギャラリー内での音の出る展示物」・「マイクを使用したイベント」・「楽器演奏」等を行う

際、他の利用者の妨げにならないようご注意ください。 

⑦ 施設をき損・汚損あるいは漏水する恐れのある場合は、予め養生をしてください。 

⑧ 使用者は許可を受けた目的以外に施設等を利用することはできません。 

⑨ ギャラリーの使用権の譲渡・転貸は認めません。 

⑩ 使用した備品は使用前の状態に戻してください。また、施設・付属設備・備品などをき損・汚損・

滅失した場合は、必ずセンター職員に届け出てその指示に従ってください。故意または過失による

損害については利用者の責任において現状復帰、もしくは弁償していただく場合があります。 

※特に「スポットライト」・「ピクチャーワイヤー」・「ピンヒッター」の破損が非常に増えてい

ます。取扱いには十分ご注意ください。使用できない場合は、センター職員までお尋ねください。 

⑪ 使用者側の人的、物的の事故については、すべて、使用者の責任とし、当センターは一切賠償いた

しません。必要な場合は、使用者側で保険に加入してください。 

⑫ 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるときは使用できません。 

⑬ 催物の案内状やポスターには、主催者の連絡先を明確に掲載するようお願いします。電話番号の間
違いには十分ご注意ください。また催し物内容や駐車場の案内など、主催者で責任をもって対応し
てください。 ※当センターへ問い合せがないようにお願いします。 

⑭ 催物に必要な看板・事務用品などは主催者で用意してください。 

⑮ 利用日当日は、１階受付に「利用許可書」を提示してください。利用時間までギャラリー内には入
場できません。 

⑯ 開場時間前に入場者が多数来館されることが予想される場合は、開場整理員を早めに配置し、来場
者の整理に努めてください。 

⑰ 使用後は原状回復・ゴミや忘れ物の有無を確認のうえ、時間内に退館してください。               
「虫ピン」・「ガンタッカ―の針」の抜き忘れにもご注意ください。 

 

 ギャラリーご利用にあたってのお願い 



・スポットライト 

 

 

 

 

 

点灯しない場合はまずスイッチ
が ON になっているか、ボリュ
ームがあがっているかをご確認
ください。スポットライトを無
理に回し破損する被害が多発し
ています。 

・ピクチャーワイヤー 

 

 

 

 

 

ワイヤーをガンタッカ等で固定
しそれを外す際に、ワイヤーを
引っ張って外すとワイヤーが折
れ曲がってしまいます。必ずガ
ンタッカの針をペンチ等で外し
てから作業してください。 

・ピンヒッター 

 

 

 

 

 

ピンヒッター内部にピンが入り
込んでしまうと正常に使用でき
なくなります。分解せずに職員
にお尋ねください。分解した際
に部品が紛失したり、支柱が折
れる恐れがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

注意！ギャラリー備品の破損が相次いでいます。使用の際には十分ご注意ください。     
使用できない時はセンター職員までお尋ねください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※故意又は過失による備品の破損は、弁償又は同等品と交換していただく場合があります。        

以上のルールを理解し、承諾した上で施設を使用してください。                      
ルールに反した使用をした場合、使用許可の取り消し又は使用中止になる場合があります。 

【問合せ】流山市生涯学習センター☎04－7150-7474 

【禁止行為】 

① 非常口・消化設備付近に障害物の設置 

パーテーション・展示物を設置の際、避難経路確保のため十分なスペースを確保してください。 

② 消防法で定められた危険物の持ち込み 

③ 補助犬（盲導・聴導・介助・救助）以外の動物の入館 

④ ギャラリー内での食事・喫煙 

【事前に申請が必要な場合】 

物品の販売を行う場合 

販売を行う場合、流山市役所生涯学習課にて申請を行ってください。その場合、施設利用料・付属
設備使用料は２倍となります。 

■提出書類：「販売行為等許可申請書」・「催物概要資料」 各 1 部 

流山市役所生涯学習課   ☎04-7150-6106 

※写しをセンターに提出してください。 

禁止行為及び許可申請について 


